
 

 

ます。調査対象については、

属性を踏まえると、自分の市

場価値を上げたいと考える

層が比較的多い傾向にある

と思われますが、昨今、リス

クキリングやリカレントな

ど、以前より「自分のスキル

を向上させたい、そのために

学び直しをしたい」というビ

ジネスパーソンは増加して

いると考えられます。 

 

◆企業の取組みはこれから 

上記の調査からもわかる

ように、ビジネスパーソンの

リスキリングへの意欲に比

べて、企業側の取組みはまだ

進んでいないようです。 

日本商工会議所・東京商工

会議所が全国の中小企業

6,013 社を対象に実施した

「最低賃金および中小企業

の賃金・雇用に関する調査」

（回答率：55.0％）によれば、

企業が実施している人材育

成・研修としては、業務遂行

に必要な人材育成・研修に関

する回答が多く、新たな知

識・技術の習得に向けた人材

育成・研修について取り組ん

でいる企業はまだ少ないこ

とが示されています。現在の

リスキリングや人材育成の

取組みが、新技術等への対応

を踏まえたものであること

を考えると、今後は企業とし

ても、自社の経営環境を踏ま

え、人材育成に対する新しい

取組みを検討していきたい

ところです。 

 

令和６年４月から労働条件

明示ルールが改正されま

す 
 

◆労働条件明示事項が追加

に 

 労働基準法施行規則等の

改正により、令和６年４月

から労働条件明示のルール

が変わります。具体的に

は、労働契約の締結・更新

のタイミングの労働条件明

示事項が追加されます。明

示が必要なタイミングごと

に、新しく追加される明示

事項を見てみましょう。 

１ すべての労働契約の締

結時と有期労働契約の更新

時 

 →明示事項①：就業場

所・業務の変更の範囲 

２ 有期労働契約の締結時

と更新時 

 →明示事項②：更新上限

（通算契約期間または更新

回数の上限）の有無と内 

 容 

 ※あわせて、最初の労働

契約の締結より後に更

新上限を新設・短縮す

る場合は、その理由を

労働者にあらかじめ説

明することが必要になり

ます。 

３ 無期転換ルールに基づく

無期転換申込権が発生する契

約の更新時 

 →明示事項③：無期転換申

込機会、明示事項④：無期転

換後の労働条件 

 ※あわせて、無期転換後の

労働条件を決定するにあ

たって、就業の実態に応

じて、正社員等とのバラ

ンスを考慮した事項につ

いて、有期契約労働者に

説明するよう努めなけれ

ばならないこととなりま

す。 

 

◆労働条件通知書を見直しま

しょう 

 上記１については、すべて

の労働契約の締結と有期労働

契約の更新のタイミングごと

に、「雇入れ直後」の就業場

所・業務の内容に加え、これ

らの「変更の範囲」について

も明示が必要になります。改

正に適応した労働条件通知書

となるよう、書式を見直しま

しょう。また、有期契約労働

者については、上記２・３に

基づき、会社の方針を踏まえ

しっかりと説明する必要があ

ることに注意しましょう。労

働条件通知書の見直しについ

ては、社会保険労務士事務所

へご相談ください。 

 

(6)外国人の日本語能力向上

に向けた取組み、の６項目

が挙げられています。 

 

◆具体的にどう変わる？ 

 上記６項目のうち、例え

ば(2)は「外国人がキャリア

アップしつつ我が国で修得

した技能等をさらにいかす

ことができる制度とする」、

また(4)は「人材育成に由来

する転籍制限は、限定的に

残しつつも、制度目的に人

材確保を位置づけることか

ら、制度趣旨と外国人の保

護の観点から、従来より緩

和する」とされ、最終報告

書までにさらに議論されま

す。 

 

◆管理監督や支援体制のあ

り方等も議論の対象 

 監理団体や登録支援機関

の要件厳格化や悪質な送出

機関の排除等に向けた取組

み強化のほか、来日前外国

人の日本語能力向上（コス

ト負担の在り方を含む）等

も議論の対象となっていま

す。 

【出入国在留管理庁「技能

実習制度及び特定技能制度

の在り方に関する有識者会

議（第５回）」】 

企業のリスキリングに関

する取組みと人材育成の

方向性 
 

◆リスキリングに取り組む

ビジネスパーソンは約７割、

企業は３割以下 

現在政府は、ＤＸ化の推進

を目的として「リスキリン

グ」の施策に取り組んでいま

す。テクノロジーの発展等に

よりビジネスモデルが変化

する中、企業としても社員の

人材育成はますます重要な

テーマとなっています。 

株式会社ビズリーチが、同

社が運営する転職サイト「ビ

ズリーチ」の会員と企業の経

営層・採用担当者を対象に実

施した調査によれば、67.6％

のビジネスパーソンがリス

キリングに取り組んでいる

と示されています。その一方

で、現在リスキリングに取り

組んでいると回答した企業

は 26.3％となっています。 

 

◆９割以上の人が将来的な

リスキリングの必要性を感

じている 

同調査によれば、９割以上

のビジネスパーソンが、将来

的に新たなスキルを見つけ

る必要があると回答してい

技能実習制度を廃止すべ

きとの中間報告書のたた

き台が示されました 

 

◆技能実習制度・特定技能

制度のあり方を検討 

 現行の技能実習法等にお

いて、施行から一定期間経

過後に法律の規定について

検討を加えると規定されて

いるのを踏まえ、令和４年

12月から有識者会議にて議

論が行われてきました。 

 ４月 10日、中間報告書の

たたき台がまとめられ、「技

能実習制度を廃止し、人材

確保と人材育成を目的とす

る新たな制度の創設を検討

すべ・きである」と示され

ました。 

 

◆新たな制度はどんな制

度？ 

 検討の基本的な考え方と

して、(1)制度目的と実態を

踏まえた制度の在り方（技

能実習）、(2)外国人が成長

しつつ、中長期に活躍でき

る制度（キャリアパス）の

構築、(3)受入れ見込数の設

定等のあり方、(4)転籍のあ

り方（技能実習）、(5)管理

監督や支援体制のあり方、
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